
事案に応じた適切な後見人であること

•後見人は、本人の支援者であり、その事案に応じ
た後見人であることが、適切な後見事務遂行に
とって最重要。

• 適切な後見人については、選任時及びその後の
事案の経過に応じて、モリタリングを行い、後見
人の交代が必要である場合もある。

•モリタリングは中核機関の職務とされている。
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後見人の適切な交代について
弁護士会の対応

本人、親族、福祉関係者から、意見・苦情を受けた場合

・内容によって、後見人からも事情聴取。名簿登載や
候補者推薦に関して考慮。

・事案により、家庭裁判所と情報共有の上、辞任勧告。
・事案により後見人からの相談もある。

プライバシー・個人情報保護に注意
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弁護士後見人が選任される場合の実情

•弁護士後見人が選任されている事案には、親族間の紛争、複雑
な法的課題、財産上の課題、訴訟等がある場合が多く、その詳
細な内容を弁護士会としては把握できない、またはプライバ
シーや個人情報保護の観点から、把握することが適切でない場
合も多い。

•親族や福祉関係者からの苦情や意見については、他の親族等か
らは、他の意見が聞かれることもあり、どちらが適切かを判断
することは、後見人自身あるいは家庭裁判所でなければ困難な
場合も多い。

•中核機関が、事案の実情を把握し、家裁と連携することが必要
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後見人の交代は必ず家庭裁判所の審判が必要

•解任事由までは、認められない場合でも、辞任により、事案に
応じた一番適切な後見人への変更は可能。

•家庭裁判所に、事案の実情、現後見人の後見事務遂行の問題点、
後任後見人候補者の適性に関する事情、親族の意向などの情報
が適切に集積されることが重要。

•本人の財産状況、親族情報、後見事務遂行状況など、全ての情
報は家庭裁判所に集まる。

➡ 担当裁判官が適切に判断することができる。

地域や専門職団体には知りえない情報が裁判所にはあること
もあり、最終的には担当裁判官の判断となる。
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後見人の適切な交代について

解任による交代

民法８４６条「不正な行
為」「著しい不行跡」「その
他後見の任務に適しない事
由」がある場合

・親族等の請求あるいは家裁
の職権による解任審判

辞任による交代

• 民法８４４条 後見人は
「正当な事由があるときは、
家庭裁判所の許可を得て、そ
の任務を辞することができる。

•辞任と共に後任後見人の選任
申立も行う必要がある
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具体的には・・・その１ 解任ケース

•解任事由（深刻な職務違反）、その疑いの情報が、家庭裁判所
に寄せられ、裁判所も積極的に調査。

•解任事由があれば、家庭裁判所が現在の後見人の職務執行を停
止し、代行者を選任。

•または、専門職団体に後任後見人の推薦依頼をして、解任審判
と共に新たに職権で選任

➡裁判所と専門職団体の情報共有体制も重要

（その体制整備は進んでいる）
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具体的には・・・その２ 辞任ケース

•専門職後見人の必要性が無くなった場合

判断能力低下のため地代支払いが滞ったため訴訟提起されてい
たが、和解で終了し、法的課題は解決⇒市民後見人にリレー

•親族間で本人の生活形態等で意見の違いがあり、専門職が選任
されていたが、意見の違いが解消した。

•専門職後見人の後見事務遂行に疑問がある、あるいは、後見人
と本人との信頼関係が築かれない。

👉現状での課題を把握、辞任と共に適切な後見人に交代
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地域連携ネットワーク・中核機関の役割

•本人の現状と後見人の事務遂行の課題、親族や担当の福祉関係
者の希望・意見等を集約・把握して検討し、ネットワークの知
見を生かして、後見人の交代の必要性を判断する役割も期待さ
れている。

• 特に、裁判所に適切な情報提供（後見事務上の課題、後任後
見人候補者の情報など）を行わなければ、スムーズに進まない。

•裁判所との認識の共有も必要。

•この点でも、地域連携ネットワークの構築、中核機関の体制整
備・専門職の関与は重要となる。
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報 酬

•「家庭裁判所は、後見人及び被後見人の資力その他の事情に
よって、被後見人の財産の中から、相当な報酬を後見人に与え
ることができる。」（民法８６２条）

•後見事務に応じた報酬と言う方向性。

後見事務の内容と事務量に応じた報酬

•専門職後見人はその専門的知識と経験が後見事案の課題解決に
必要として選任されるものであるから、その専門性が適切に評
価されること。

•利用支援事業の拡充も必要。
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